
        

◆
令
和
５
年
４
月
か
ら
特
例
的
な

繰
下
げ
み
な
し
増
額
制
度
が
開

始
さ
れ
ま
す 

 

●
制
度
の
内
容 

令
和
４
年
４
月
か
ら
老
齢
年
金
の
繰

下
げ
受
給
の
上
限
年
齢
が

70
歳
か
ら

75
歳
ま
で
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う

 

令
和
５
年
４
月
か
ら

70
歳
以
降

に
繰
下
げ
申
出
を
せ
ず
受
給
さ
れ
る
方

年
金
を
受
け
取
る

こ
と
を
選
択
し
た
場
合

請
求
の

５
年
前
の
日
に
繰
下
げ
申
出
し
た
も
の

増
額
さ
れ
た
年
金
の
５
年

間
分
を
一
括
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き

 

※

65
歳
以
降
に
厚
生
年
金
保
険
に
加

入
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
場
合

70
歳
以
降
に
厚
生
年
金
保
険
の
適

用
事
業
所
に
勤
務
し
て
い
た
期
間
が

あ
る
場
合

在
職
老
齢
年
金
制
度

に
よ
り
支
給
停
止
さ
れ
る
額
は
増
額

の
対
象
に
な
り

 
 

●
対
象
者 

①
昭
和

27
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の

 

(

令
和
５
年
３
月
31
日
時
点
で
71
歳
未

満
の
方)

 

②
老
齢
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
の
受 

給
権
を
取
得
し
た
日
が
平
成

29
年

４
月
１
日
以
降
の

 

(

令
和
５
年
３
月
31
日
時
点
で
老
齢
基

礎
・
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
６
年
を
経
過
し

て
い
な
い
方)

 
 

※
80
歳
以
降
に
請
求
す
る
場
合

請

求
の
５
年
前
の
日
以
前
か
ら
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
を
受
け
取
る
権
利
が

あ
る
場
合

特
例
的
な
繰
下
げ
み

な
し
増
額
制
度
は
適
用

 

※
過
去
分
の
年
金
を
一
括
し
て
受
給
す

過
去
に
さ
か
の
ぼ

医
療
保
険
・
介
護
保
険
の
自
己

負
担
や

に
影
響
の

あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意 

 

  
 



◆
会
社
を
退
職(

失
業)

さ
れ
る
方
へ 

へ
の
変
更
手
続
が 

必
要

  

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

国
民

年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け
ら

勤
務
先
を

厚
生
年
金
保
険
か
ら

国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
出
が
必
要
で

 

 

勤
務
先
を

さ

れ
た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者

国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
出
が
必
要
で

 

 

し
た
方

会
社
員
・
公
務
員
な
ど
厚
生
年
金
保
険

の
被
保
険
者
で
あ
る
配
偶
者
に
扶
養
さ

れ
る
場
合

配
偶
者
の
勤
務
先
へ
の

届
出
が
必
要

 

 

●
手
続
に
つ
い
て 

 

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
ま
た
は
年
金

手
帳
等
の
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
書

類
を
持

役
場
住
民
課
窓
口
に
お

越

 

   

◆
国
民
年
金
保
険
料
の

に
よ
る
電
子
決

済
が
始

 

  

国
民
年
金
保
険
料

令
和
５
年
２

月

20
日
か
ら
新
た
に

ン
ア
プ
リ
を
利
用
し
た

決
済
が
で
き
る
よ
う
に
な

 

 

ス
マ
ホ
決
済

対
応
す
る
決
済
ア

プ
リ
を

端

末
の
カ
メ
ラ
機
能
を
利
用

納
付
書

に
印
字
さ
れ
た

を
読
み
取

そ
の
場
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
る

 

 

令
和
５
年
２
月

20
日
の

開
始
時
点
に
お
け
る
対
象
決
裁
ア
プ
リ

は
次

 

 

●
対
象
決
裁
ア
プ
リ 

・
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ 

・
ｄ
払
い 

と
連
携
し
て

い
る
各
金
融
機
関
が
提
供
す
る
決
裁

ア
プ
リ
含

 

・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ 

※
詳
し
く
は
対
象
ア
プ
リ
ま
た
は
各
ホ

で
ご
確
認

 

◆
日
本
年
金
機
構
を
装

不
審

な

に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

  

日
本
年
金
機
構
の

を
使

用

日
本
年
金
機
構
年
金
払
戻
管
理

構
に
存
在
し
な
い
部
署
の
名
前
を
騙

年
金
の
残
金
を
振
り
込
む
名
目

の
情
報
を
返
信
さ

せ
よ
う
と
す
る

日
本
年
金

機
構
と
は
全
く
関
係
の
な
い
不
審
な
サ

イ
ト
に
誘
導
し
よ
う
と
す
る

が

確
認

 

 

日
本
年
金
機
構
で
は

で
口
座

番
号
等
を
お
た
ず
ね
す
る
こ
と
は
あ
り

内
容
等
に
不
審

な
点
を
感
じ
る
場
合

記
載

の
リ
ン
ク
先
を

し
な
い
よ
う

 

         

     

◆
年
金
相
談

お
手
続
き
の
際

事
前
予
約
を 

 

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所

年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続

き
に
つ
い
て

待
ち
時
間
の
少
な
い
予

約
相
談
を
行

 

ぜ
ひ
ご
利
用

 

①
予
約

相
談
希
望
日
の
１

月
前

か
ら
前
日
ま
で
受
付

 

②
予
約
の
際

基
礎
年
金
番
号
の
わ

年
金
手
帳
や
年
金
証
書

用
意

全
国
共
通
の
予

約
専
用
受
付
ダ
イ
ヤ
ル

旭
川
年

金
事
務
所
に
ご
連
絡

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療

 

電
話
26―

９
０
２
６ 

日
本
年
金
機
構
旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６―

25―

５
６
０
６ 

全
国
共
通
予
約
専
用
受
付
ダ
イ
ヤ
ル 

電
話
０
５
７
０―

05―

４
８
９
０ 


